
告 示
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�愛媛県告示第１３０８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第１項の規定に基づき、

南予地域森林計画を立てたいので、同法第６条第１項の規定により、

当該地域森林計画の案を南予地方局産業経済部森林林業課において

告示の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

平成２３年１１月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１３０９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基づき、

肱川地域森林計画を変更したいので、同法第６条第１項の規定によ

り、当該地域森林計画の変更の案を南予地方局産業経済部八幡浜支

局森林林業課において告示の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

平成２３年１１月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１３１０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基づき、

中予山岳地域森林計画を変更したいので、同法第６条第１項の規定

により、当該地域森林計画の変更の案を中予地方局産業経済部久万

�愛媛県告示第１３０７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２３年１１月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

コジマＮＥＷ松山店 松山市東石井町４８９
－１外

大規模小売店を設置する者の
代表者の氏名

株式会社コジマ
代表取締役
小島 章利

株式会社コジマ
代表取締役
寺� 悦男

平成２２年
２月１６日

平成２３年
１０月３１日

大規模小売店舗内において小
売業を行う者の代表者の氏名

株式会社コジマ
代表取締役
小島 章利

株式会社コジマ
代表取締役
寺� 悦男

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

発 行 愛 媛 県
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高原森林林業課において告示の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

平成２３年１１月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１３１１号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基づき、

東予地域森林計画を変更したいので、同法第６条第１項の規定によ

り、当該地域森林計画の変更の案を東予地方局産業経済部森林林業

課において告示の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

平成２３年１１月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１３１２号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基づき、

今治松山地域森林計画を変更したいので、同法第６条第１項の規定

により、当該地域森林計画の変更の案を東予地方局産業経済部今治

支局森林林業課及び中予地方局産業経済部森林林業課において告示

の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

平成２３年１１月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１３１３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、独立行政法人都市再生機構今治都市開

発事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

平成２３年１１月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（３級基準点測量）

２ 作業期間 平成２３年１１月１８日から

平成２４年１月３１日まで

３ 作業地域 今治市

�������
�愛媛県告示第１３１４号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２３年１１月１１日

愛媛県東予地方局長 沖 哲 志

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２３年１１月２日

３ 指定道路の位置

四国中央市中曽根町字上秋則６７５番３の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ２８．９６メートル

� 幅員 ４．００メートル

�������
�愛媛県告示第１３１６号
内子町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（農道）・論田地区）の施行は、適当と認められるので、土地

改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用す

る同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供

する。

平成２３年１１月１１日

愛媛県南予地方局長 山 本 龍 典

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 県単独補助土地改良事業（農道）・論田地区計画書の写し

� 内子町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の写し

２ 縦覧期間

平成２３年１１月１４日から１２月１２日まで

３ 縦覧場所

内子町役場本庁

�������
�愛媛県告示第１３１７号
内子町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（農道）・川登地区）の施行は、適当と認められるので、土地

改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用す

る同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供

する。

平成２３年１１月１１日

愛媛県南予地方局長 山 本 龍 典

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 県単独補助土地改良事業（農道）・川登地区計画書の写し

� 内子町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の写し

２ 縦覧期間

平成２３年１１月１４日から１２月１２日まで

３ 縦覧場所

内子町役場本庁

�愛媛県告示第１３１５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２３年１１月１１日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２３中局建（開）第４０号

平成２３年１１月２日
伊予市下吾川字壱丁地６３０番１

伊予市米湊８３４番地２０

株式会社亀岡

愛 媛 県 報平成２３年１１月１１日 第２３１８号

９６２



公 告
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�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛地方労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が平成２３年１１月２日あったので公表する。

平成２３年１１月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 平成２３年度末一時金その他に関する事項

２ 日時 平成２３年１１月１３日正午以降本問題が完全解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

財団法人 創精会 松山市美沢１－１０－３８

医療法人 敬愛会久米病院 松山市南久米７２３

医療法人 清和会和ホスピタル 松山市柳原７３９

財団法人 真光会 松山市南高井１４９１

医療法人 北辰会西条市民病院 西条市小松町妙口甲１５２１

財団法人 新居浜精神衛生研究所
財団新居浜病院 新居浜市松原町１３－４７

医療法人 十全会十全第二病院 新居浜市角野新田町１－１－２８

八幡浜医師会立双岩病院 八幡浜市若山４番耕地１６３

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独又

は併用して実施する。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２３年１１月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２３年１０月１７日 特定非営利活動法人
えひめ相続遺言相談センター 中 川 貴 美 松山市朝生田町一丁目１５番１０号リ

ューレント朝生田４１１号
この法人は、相続及び遺言についての研究を行
い、知識・情報の交換や共有によって相続遺言
への助言及び支援に関する事業を行い、問題の
より望ましい対応・解決を実現することで、安
心のある豊かな暮らしが実現することを目指し、
もって国民生活の向上と社会全体の利益の増進
に寄与することを目的とする。

平成２３年１１月１１日 発行

愛 媛 県 報平成２３年１１月１１日 第２３１８号

９６３


